
合　計　① 合　計　②

（千円） 97/1000 1.3/1000 2.3/1000 16／1000

58 5,626 75 133 5,834 928 6,762

68 6,596 88 156 6,840 1,088 7,928

78 7,566 101 179 7,846 1,248 9,094

88 8,536 114 202 8,852 1,408 10,260

98 9,506 127 225 9,858 1,568 11,426

104 10,088 135 239 10,462 1,664 12,126

110 10,670 143 253 11,066 1,760 12,826

118 11,446 153 271 11,870 1,888 13,758

126 12,222 163 289 12,674 2,016 14,690

134 12,998 174 308 13,480 2,144 15,624

142 13,774 184 326 14,284 2,272 16,556

150 14,550 195 345 15,090 2,400 17,490

160 15,520 208 368 16,096 2,560 18,656

170 16,490 221 391 17,102 2,720 19,822

180 17,460 234 414 18,108 2,880 20,988

190 18,430 247 437 19,114 3,040 22,154

200 19,400 260 460 20,120 3,200 23,320

220 21,340 286 506 22,132 3,520 25,652

240 23,280 312 552 24,144 3,840 27,984

260 25,220 338 598 26,156 4,160 30,316

280 27,160 364 644 28,168 4,480 32,648

300 29,100 390 690 30,180 4,800 34,980

320 31,040 416 736 32,192 5,120 37,312

340 32,980 442 782 34,204 5,440 39,644

360 34,920 468 828 36,216 5,760 41,976

380 36,860 494 874 38,228 6,080 44,308

410 39,770 533 943 41,246 6,560 47,806

○ 介護保険に該当されない方は、「合計① (一般+調整+子ども）」の保険料額になります。

○ 介護保険に該当される方は、「合計② （一般+調整+子ども+介護）」の保険料額になります。

子ども・子育
て支援金

介護保険料

介護保険に該当しない方 介護保険に該当する方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ 納付書の方は、令和8年4月10日納付期限分（4月分保険料）から適用されます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ 口座振替の方は、令和８年3月27日口座振替分（4月分保険料）から適用されます。

横浜港運健康保険組合

令和8年度　任意継続保険料一覧 （１ケ月当り）

4月分保険料より適用

標準報酬月額　 一般保険料 調整保険料



○ 銀行振込の方は、保険料以外に、別途振込手数料がかかります。

○ 口座振替の方は、保険料以外に、別途口座振替手数料165円（税込）がかかります。

○ 一括前納

　  半期前納

○ 当組合では40歳以上65歳未満の被扶養者（介護保険第2号被保険者）を有する40歳未満もしくは

　  65歳以上の被保険者の方は特定被保険者として、介護保険料が徴収されます。

○　当組合の保険料率について

　①　一般保険料率　97/1000  　

　②　調整保険料率　1.3/1000　

　③　子ども・子育て支援金率　2.3/1000　

　④　介護保険料率　16/1000　

○　一般保険料率（97/1000）内訳の特定保険料率と基本保険料率について

　①　基本保険料率　58.454/1000　

　②　特定保険料率　38.546/1000

　　前納に関しては、資格取得月の翌月の保険料から前納期間に応じて割引が適用されます。


